
証券コード 2789
2026年５月1日

（電子提供措置の開始日 2026年４月27日）

株 主 各 位

宮城県富谷市成田九丁目２番地９

株式会社 カ ル ラ
代表取締役社長 井 上 善 行

第54期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第54期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第54期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト

http://www.re-marumatu.co.jp/tousikajyouhou/index.html

また上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「カルラ」又は「コード」

に当社証券コード「２７８９」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順

に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認く

ださい。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、

お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年５月26日（火

曜日）午後６時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時 ： 2026年５月27日(水）午前10時（受付開始 午前９時）

場 所 ： 株式会社カルラ本社研修センター

宮城県富谷市成田九丁目２番地９
（末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
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会議の目的事項
報告事項 1. 第54期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

2. 第54期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）計算書類報告
の件

決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 取締役９名選任の件

第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申し上げます。
2. 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を

されたものとして取り扱わせていただきます。
3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正

内容を掲載させていただきます。
4. 株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止させていただいております。
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事 業 報 告

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

1． 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、賃上げに伴う所得環境の改善を背景に、

緩やかな回復基調となりました。一方で、中東情勢をはじめとする国際情勢の緊迫

化や円安基調の継続等により、物価高が長期化するなかで消費者の節約志向も根強

く、景気は一進一退の状況で推移いたしました。

外食産業におきましては、人流の回復やインバウンド需要により売上高は堅調に

推移した一方で、米価を中心とした原材料費のさらなる高騰や、深刻な人手不足に

伴う人件費の上昇が利益面を圧迫し、経営環境は引き続き厳しい状況が続いており

ます。

このような状況の下、当社グループでは、中長期的な経営戦略である多店舗展開

へ向けて、「仕組化」の取り組みを最重点課題として推進してまいりました。具体的

には、全店規模でマニュアル遵守を徹底するとともに、現場の知見を反映した業務

プロセスの再構築を行い、作業の簡素化を通じた店舗負担の軽減に努めてまいりま

した。これらの取り組みが着実に進捗したことを受け、当連結会計年度の２月には、

2022年４月以来となる独立店舗としての新規出店を、宮城県仙台市の錦ケ丘店地区

（和風レストランまるまつ錦ケ丘店）にて実施いたしました。同店については、今後

の多店舗展開における標準モデルとして早期の収益化を目指しております。

販売促進施策としましては、ＩｎｓｔａｇｒａｍやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、ＬＩ

ＮＥ及びクラシル社のWebチラシを活用した情報発信を継続するとともに、ポスティ

ングや折込チラシの配布を通じて、認知度向上と来店促進に努めております。また、

インバウンド需要の拡大に伴いまして、引き続き専属部署による予約体制の強化を

継続しております。

商品力強化の一環として、当社グループの主力業態である「まるまつ」では、株

式会社陣中のブランド商品「牛タン」を使用したコラボメニューを継続して展開し

ております。また、「かつ」業態においても平田牧場の「三元豚」を使用したメニュ

ーを展開するなど、高品質食材の提供を通じ、ブランド価値の向上に努めてまいり

ました。

これらの取り組みを進める一方で、原材料費及び人件費の上昇が続くなか、品質

維持と安定的な店舗運営を継続するために、11月に実施した価格改定に加え、エネ

ルギーコストの削減など、コスト管理の徹底を継続してまいりました。
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当連結会計年度末の店舗数は新規出店１店舗、商業施設（仙台エスパル）のリニ

ューアルに伴う閉店１店舗の結果、109店舗となりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は75億44百万円（前年同期比3.9％

増）、営業利益は３億６百万円（前年同期比16.2％減）、経常利益は２億99百万円

（前年同期比16.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は２億39百万円（前年同

期比33.9％減）となりました。

当社は、株主の皆様に対する安定した利益還元を経営の重要課題の一つとして考

えており、業績に対応した配当を行うことを基本に、企業体質の強化と今後の更な

る業容の拡大に備えるための内部留保の充実等を勘案のうえ決定する方針でありま

す。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を定

款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株

主総会、中間配当については取締役会であります。

2026年２月期は、親会社株主に帰属する当期純利益が２億39百万円となったこと

から、今期末の剰余金の配当を１株当たり５円といたしました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、386,538千円で、その主なものは

錦ケ丘店の新設、ＰＯＳレジの入替、配送用車両の取得等であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、長期借入金として合計1,000百万円の調達を行い、長期

借入金の弁済、運転資金等に充当しております。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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⑦ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別

項 目

第51期
(2023年２月期)

第52期
(2024年２月期)

第53期
(2025年２月期)

第54期
(当連結会計年度)
(2026年２月期)

売 上 高 (千円) 6,041,392 6,840,572 7,263,713 7,544,571

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益
又は親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

(千円) △61,351 437,004 363,309 239,981

１株当たり当期純利益
又は1株当たり当期純損失(△)

( 円 ) △10.21 72.99 63.03 41.63

総 資 産 (千円) 5,300,941 5,576,263 5,021,120 5,429,256

純 資 産 (千円) 1,335,416 1,650,150 1,976,784 2,187,944

１株当たり純資産 ( 円 ) 220.90 284.91 342.93 379.56

② 当社の財産及び損益の状況

期 別

項 目

第51期
(2023年２月期)

第52期
(2024年２月期)

第53期
(2025年２月期)

第54期
(当事業年度)
(2026年２月期)

売 上 高 (千円) 6,046,717 6,838,791 7,260,120 7,537,448

当 期 純 利 益 (千円) 2,203 418,236 338,912 233,934

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 0.37 69.86 58.79 40.58

総 資 産 (千円) 5,273,451 5,535,386 4,961,412 5,372,287

純 資 産 (千円) 1,388,556 1,684,522 1,986,759 2,191,871

１株当たり純資産 ( 円 ) 229.75 290.87 344.66 380.25
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 事業内容

株 式 会 社 亘 理 フ ァ ー ム 4,000千円 20.0％
農産物の生産、販
売

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

今後につきましては、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の高まりを背

景に、個人消費は緩やかな回復基調が続くものと期待されます。一方で、地政学

リスクに起因するエネルギー価格の高止まりおよび原材料コストの上昇など、消

費者の生活防衛意識の高まりと相まって、先行きは引き続き予断を許さない状況

が継続すると予測されます。

外食産業におきましては、社会活動の全面的な正常化により外食機会は定着し

つつあるものの、深刻な労働力不足に伴う人件費負担の増加や原材料価格の高騰

が収益を圧迫しており、「付加価値の提供」と「デジタル活用によるコストコント

ロール」の両立が経営の至上命題となっております。

このような状況の下、当社グループといたしましては、当面の対処すべき課題

として以下のとおり認識し、対策に取り組んでおり、企業価値の向上と収益拡大

を実現し、株主様のご期待に一日でも早く応えられるよう努力する所存でござい

ます。

① 既存店の収益力向上

ブランド力のさらなる向上を目指し、和食の原点である「旬・鮮度・季節感」

に徹底したメニュー開発を強化いたします。特に自社グループの「亘理ファー

ム」からの産地直送食材を最大限に活用し、価格以上の価値を感じていただけ

る商品設計を推進してまいります。あわせて、外部ブランドとのコラボレーシ

ョンメニューも積極的に展開し、魅力あるメニュー構成を追求してまいります。

② 仕入れから商品提供までの体制強化

「食」を提供する産業としてＨＡＣＣＰによる衛生管理体制を強化するとと

もに、より安全性の高い食材の確保に注力し、また、食材の仕入価格の高騰に

対応することで引き続き、原価率の安定を図ってまいります。
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③ ＤＸ戦略について

サービス面の充実策として、モバイルオーダーの全店導入を推進し、お客様

の利便性向上と来店頻度の最大化を図ってまいります。同時に店舗オペレーシ

ョンのデジタル化を深化させることで、スタッフの業務負担を軽減し、対面接

客という人的資源を最も価値の高いサービス提供へ集中させる体制を構築いた

します。

④ 人的資本戦略について

多様な人材が活躍できる職場環境の整備を経営の最重要課題の一つと位置づ

け、処遇改善及び柔軟なワークスタイルの確立に向けた投資を継続してまいり

ます。有給休暇取得の促進、女性管理職比率および男性育児休業取得率の向上

に向けた具体的なアクションプランを実行し、健全かつ強固な経営基盤を構築

してまいります。

⑤ 出店戦略について

既存店の魅力再構築として、老朽化店舗のリニューアルを計画的に実施し、

清潔感と利便性を兼ね備えた「選ばれる空間づくり」を加速させてまいります。

あわせて、当社グループの主力業態である「和風レストランまるまつ」の新規

出店を実施するとともに、多様なロードサイドニーズやテイクアウト需要に対

応できるよう、地域社会に根差した店舗網の拡充を図ってまいります。

(5) 主要な事業内容（2026年２月28日現在）

和風レストラン「まるまつ」のほか、そば処「丸松」、和風料理「寿松庵」、フ

ァミリーダイニング「かに政宗」、丼・定食「らら亭」、とんかつ「かつグルメ」

等の経営を主な事業としております。

(6) 主要な営業所及び工場（2026年２月28日現在）

① 本 社 宮城県富谷市成田九丁目２番地９

② 配送センター 宮城県富谷市成田九丁目２番地８

③ 工 場 宮城県富谷市成田九丁目２番地９

④ 営 業 店 舗 109店 (青森県10店、岩手県14店、秋田県8店、宮城県55
店、山形県6店、福島県14店、栃木県2店）
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和風ファミリーレストラン「まるまつ」
西 多 賀 店 宮 城 / 仙 台 市
幸 町 店 宮 城 / 仙 台 市
柳 生 店 宮 城 / 仙 台 市
南 吉 成 店 宮 城 / 仙 台 市
中 野 店 宮 城 / 仙 台 市
泉 大 沢 店 宮 城 / 仙 台 市
新 田 東 店 宮 城 / 仙 台 市
愛 子 店 宮 城 / 仙 台 市
苦 竹 店 宮 城 / 仙 台 市
南 光 台 店 宮 城 / 仙 台 市
岩 切 店 宮 城 / 仙 台 市
一 番 町 店 宮 城 / 仙 台 市
荒 井 店 宮 城 / 仙 台 市
若 林 店 宮 城 / 仙 台 市
六丁の目店 宮 城 / 仙 台 市
錦 ケ 丘 店 宮 城 / 仙 台 市
塩 釜 店 宮 城 / 塩 釜 市
鹿 島 台 店 宮 城 / 大 崎 市
古 川 店 宮 城 / 大 崎 市
古川駅前店 宮 城 / 大 崎 市
岩 沼 店 宮 城 / 岩 沼 市
城 南 店 宮城/多賀城市
角 田 店 宮 城 / 角 田 市
佐 沼 店 宮 城 / 登 米 市
矢 本 店 宮城/東松島市
築 館 店 宮 城 / 栗 原 市
若 柳 店 宮 城 / 栗 原 市
利 府 店 宮 城 / 宮 城 郡
大 河 原 店 宮 城 / 柴 田 郡
富 谷 店 宮 城 / 富 谷 市
成 田 店 宮 城 / 富 谷 市
亘 理 店 宮 城 / 亘 理 郡
中 新 田 店 宮 城 / 加 美 郡
気 仙 沼 店 宮城/気仙沼市
吉 岡 店 宮 城 / 黒 川 郡
小 牛 田 店 宮 城 / 遠 田 郡
石巻新橋店 宮 城 / 石 巻 市
鎌 田 店 福 島 / 福 島 市
福 島 南 店 福 島 / 福 島 市
郡山インター店 福 島 / 郡 山 市
会津若松店 福島/会津若松市
原 町 店 福島/南相馬市
いわき泉店 福島/いわき市
いわき鹿島店 福島/いわき市
相 馬 店 福 島 / 相 馬 市
須 賀 川 店 福島/須賀川市

和風ファミリーレストラン「まるまつ」
本 宮 店 福 島 / 本 宮 市
猪 苗 代 店 福 島 / 耶 麻 郡
盛岡西南店 岩 手 / 盛 岡 市
水 沢 店 岩 手 / 奥 州 市
前 沢 店 岩 手 / 奥 州 市
北 上 店 岩 手 / 北 上 市
花 巻 店 岩 手 / 花 巻 市
遠 野 店 岩 手 / 遠 野 市
釜 石 店 岩 手 / 釜 石 市
宮 古 店 岩 手 / 宮 古 市
一 関 店 岩 手 / 一 関 市
紫 波 店 岩 手 / 紫 波 郡
金 ケ 崎 店 岩 手 / 胆 沢 郡
二 戸 店 岩 手 / 二 戸 市
成 沢 店 山 形 / 山 形 市
新 庄 店 山 形 / 新 庄 市
東 根 店 山 形 / 東 根 市
南 陽 店 山 形 / 南 陽 市
米 沢 店 山 形 / 米 沢 市
天 童 店 山 形 / 天 童 市
潟 上 店 秋 田 / 潟 上 市
本 荘 店 秋田/由利本荘市
秋田中央店 秋 田 / 秋 田 市
大 曲 店 秋 田 / 大 仙 市
鷹 巣 店 秋田/北秋田市
角 館 店 秋 田 / 仙 北 市
横手十文字店 秋 田 / 横 手 市
横手中央店 秋 田 / 横 手 市
浪 岡 店 青 森 / 青 森 市
青 森 東 店 青 森 / 青 森 市
八 戸 店 青 森 / 八 戸 市
八 戸 西 店 青 森 / 八 戸 市
十 和 田 店 青森/十和田市
イオン七戸店 青 森 / 上 北 郡
イオン八戸店 青 森 / 八 戸 市
青森中央店 青 森 / 青 森 市
三 沢 店 青 森 / 三 沢 市
壬 生 店 栃木/下都賀郡
真 岡 店 栃 木 / 真 岡 市

「味 の ま る ま つ」
白 石 店 宮 城 / 白 石 市
美 田 園 店 宮 城 / 名 取 市
茂 庭 店 宮 城 / 仙 台 市
丼 ・ 定 食 「ら ら 亭」

定禅寺通り店 宮 城 / 仙 台 市

と ん か つ 「か つ グ ル メ」
吉 成 店 宮 城 / 仙 台 市
泉 崎 店 宮 城 / 仙 台 市
利 府 店 宮 城 / 宮 城 郡
中 野 店 宮 城 / 仙 台 市
そ ば 処 「丸 松」
国 分 町 店 宮 城 / 仙 台 市
空 港 店 宮 城 / 名 取 市
エスパル福島店 福 島 / 福 島 市
十割蕎麦「丸まつ」「丸松」
石 巻 店 宮 城 / 石 巻 市
フェザン盛岡店 岩 手 / 盛 岡 市
そ の 他
寿松庵空港店 宮 城 / 名 取 市
寿松庵本店 宮 城 / 富 谷 市
かに政宗泉店 宮 城 / 仙 台 市
かに政宗本町店 宮 城 / 仙 台 市
かに政宗盛岡店 岩 手 / 盛 岡 市
スターダスト 宮 城 / 仙 台 市
まるまつ楽天モバイル最強パーク宮城店 宮 城 / 仙 台 市
ビックステーキ楽天モバイル最強パーク宮城店 宮 城 / 仙 台 市
あじまし亭青森空港店 青 森 / 青 森 市
まるまつハイウエイ松川PA上り線 福 島 / 福 島 市
まるまつハイウエイ松川PA下り線 福 島 / 福 島 市
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(7) 従業員の状況（2026年２月28日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

250（623）名 △８（19）名

(注) 従業員数は就業人員であり、パートタイマー数は年間の平均人員（１日８時間勤務換算によ
る月平均人数）を（ ）に外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

250（619）名 △８（19）名 45.5歳 13.0年

(注) 従業員数は就業人員であり、パートタイマー数は年間の平均人員（１日８時間勤務換算によ
る月平均人数）を（ ）に外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2026年２月28日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 855,000千円

株 式 会 社 常 陽 銀 行 418,380千円

株 式 会 社 岩 手 銀 行 270,030千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 260,000千円

株 式 会 社 秋 田 銀 行 156,450千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 149,000千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2． 会社の現況

(1) 株式の状況（2026年２月28日現在）

① 発行可能株式総数 20,000,000株

② 発行済株式の総数 6,021,112株

③ 株 主 数 6,758名

④ 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 式 会 社 ア セ ッ ト シ ス テ ム 2,131,000株 36.97％

井 上 純 子 359,656株 6.24％

カ ル ラ 従 業 員 持 株 会 192,354株 3.34％

井 上 善 行 98,032株 1.70％

斎 藤 京 子 70,784株 1.23％

菊 池 公 利 42,294株 0.73％

井 上 奈 奈 美 40,000株 0.69％

櫻 井 昌 彦 26,800株 0.46％

イ シ イ 株 式 会 社 26,000株 0.45％

伊 藤 真 市 20,000株 0.35％

(注) 1. 持株比率は自己株式を控除した発行済株式の総数により算出しております。
2. 持株比率は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交

付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

該当事項はありません。

③ その他新株予約権に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 井 上 善 行

代 表 取 締 役 副 社 長 井 上 純 子 株式会社アセットシステム 代表取締役社長

常 務 取 締 役 菊 池 公 利 商 品 本 部 長

取 締 役 三 浦 祐 介 第 １ 営 業 本 部 長

取 締 役 櫻 井 昌 彦 第 ２ 営 業 本 部 長

取 締 役 花 舘 達
花 舘 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長
株 式 会 社 ミ ナ カ ワ 監 査 役
株式会社日本微生物研究所監査役

取 締 役 齋 藤 信 一

有 限 会 社 齋 藤 経 営 取 締 役 会 長
株式会社ハートフルハウス代表取締役
株 式 会 社 仙 都 会 館 監 査 役
三 慶 印 刷 株 式 会 社 監 査 役
株 式 会 社 シ マ ヅ 監 査 役

取 締 役 大 友 史 祥
株 式 会 社 海 祥 代 表 取 締 役
有 限 会 社 祥 星 代 表 取 締 役

常 勤 監 査 役 白 石 廣 行

監 査 役 永 山 勝 教
青 葉 商 事 有 限 会 社 会 長
学校法人東北工業大学非常勤理事
公益財団法人仙台医療センター監事

監 査 役 中 田 孝 司

勅 使 河 原 協 同 法 律 事 務 所 弁 護 士
株式会社バイタルネット社外監査役
宮 城 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員
一 般 財 団 法 人 広 南 会 理 事

(注) 1. 取締役花舘達氏、取締役齋藤信一氏及び取締役大友史祥氏は、会社法第２条第15号に定
める社外取締役であります。

2. 当社は、取締役花舘達氏及び監査役中田孝司氏を東京証券取引所の定めによる独立役員
に指定しております。

3. 監査役永山勝教氏及び監査役中田孝司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で
あります。なお、監査役永山勝教氏は2026年４月10日付で辞任し、同日付で補欠監査役
である井上秀人氏が監査役に就任いたしました。

4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下「Ｄ＆Ｏ保険」
という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務
に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた
免責事由に該当するものは除く。）等を補償することとしております。なお、Ｄ＆Ｏ保険
契約の保険料は、全額を当社が負担しております。
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② 取締役及び監査役の報酬等

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

９名
（３名)

64,830千円
（4,440千円)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

３名
（２名)

8,400千円
（4,800千円)

合 計
１２名
(５名)

73,230千円
(9,240千円)

(注) 1. 上表には、2025年５月21日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
１名を含めています。

2. 取締役のうち、使用人兼務取締役に該当するものはありません。
3. 取締役の報酬限度額は、2004年５月28日開催の定時株主総会において年額200百万円以内

と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名です。
4. 監査役の報酬限度額は、2005年５月28日開催の定時株主総会において年額20百万円以内

と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名(うち、社外監
査役３名)です。

5. 取締役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内で、取締役に関する社会的動向、当
社の業績、社員給与とのバランス等を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じた額を支
給することを原則とし、取締役会で委任を受けた代表取締役社長井上善行氏に一任して
決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当
部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外
役員の意見を聴取し、当社の役員報酬制度のあり方等について検討を行っております。
当社の取締役の報酬については固定報酬のみで、取締役に報酬を与える時期は、月次で
あります。
以上のような取締役の個人別の報酬等の決定方針については、取締役会で決定しており
ます。
また、その際に、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容についても、当該方
針に基づいて支給されていることを取締役会で確認しております。
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③ 社外役員に関する事項

イ．重要な兼職先と当社との関係

氏 名 兼 職 先 ・ 兼 職 の 内 容

取締役 花 舘 達
花 舘 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長
株 式 会 社 ミ ナ カ ワ 監 査 役
株 式 会 社 日 本 微 生 物 研 究 所 監 査 役

取締役 齋 藤 信 一

有 限 会 社 齋 藤 経 営 取 締 役 会 長
株 式 会 社 ハ ー ト フ ル ハ ウ ス 代 表 取 締 役
株 式 会 社 仙 都 会 館 監 査 役
三 慶 印 刷 株 式 会 社 監 査 役
株 式 会 社 シ マ ヅ 監 査 役

取締役 大 友 史 祥
株 式 会 社 海 祥 代 表 取 締 役
有 限 会 社 祥 星 代 表 取 締 役

監査役 永 山 勝 教
青 葉 商 事 有 限 会 社 会 長
学 校 法 人 東 北 工 業 大 学 非 常 勤 理 事
公 益 財 団 法 人 仙 台 医 療 セ ン タ ー 監 事

監査役 中 田 孝 司

勅 使 河 原 協 同 法 律 事 務 所 弁 護 士
株 式 会 社 バ イ タ ル ネ ッ ト 社 外 監 査 役
宮 城 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員
一 般 財 団 法 人 広 南 会 理 事

(注) 1. 当社と花舘公認会計士事務所との間では取引はございません。
2. 当社と株式会社ミナカワとの間では取引はございません。
3. 当社と株式会社日本微生物研究所との間では取引はございません。
4. 当社と有限会社齋藤経営との間では取引はございません。
5. 当社と株式会社ハートフルハウスとの間では取引はございません。
6. 当社と株式会社仙都会館との間では取引はございません。
7. 当社と三慶印刷株式会社との間では取引はございません。
8. 当社と株式会社シマヅとの間では取引はございません。
9. 当社と取締役大友史祥氏の兼職先である株式会社海祥との間には仕入取引があります

が、その額は当社の連結売上原価の１％未満であり僅少です。
10. 当社と有限会社祥星との間では取引はございません。
11. 当社と青葉商事有限会社との間では取引はございません。
12. 当社と学校法人東北工業大学との間では取引はございません。
13. 当社と公益財団法人仙台医療センターとの間では取引はございません。
14. 当社と勅使河原協同法律事務所との間では取引はございません。
15. 当社と株式会社バイタルネットとの間では取引はございません。
16. 当社と宮城県個人情報保護審査会との間では取引はございません。
17. 当社と一般財団法人広南会との間では取引はございません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

氏 名 活 動 状 況

取締役 花 舘 達

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、社外取締
役として、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な発言を行
っております。

取締役 齋 藤 信 一

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、社外取締
役として、税理士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な発言を行って
おります。

取締役 大 友 史 祥

当事業年度に開催された取締役会13回のうち９回（就任以降に開催さ
れた取締役会10回のうち９回）に出席し、社外取締役として、会社経
営者としての豊富な経験と幅広い見地から意見を述べるなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な発言を行って
おります。

監査役 永 山 勝 教

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会13回のう
ち13回に出席し、取締役会及び監査役会における審議、報告に際し
て、金融・経営に関する豊富な知識と経験に基づいた発言を行ってお
ります。また、取締役会・監査役会の席上以外でも、適時、代表取締
役、業務執行役員との意見交換の場において有益な意見具申を行って
おります。

監査役 中 田 孝 司

当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回、監査役会13回のう
ち13回に出席し、取締役会及び監査役会における審議、報告に際し
て、弁護士としての豊富な知識と経験に基づいた発言を行っておりま
す。また、取締役会・監査役会の席上以外でも、適時、代表取締役、
業務執行役員との意見交換の場において、有益な意見具申を行ってお
ります。

― 14 ―



(4) 会計監査人の状況

① 名称 監査法人ハイビスカス

② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,800千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,800千円

(注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計画、会計監査
人の職務遂行状況、報酬見積の相当性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬額に
つき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業
年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する

議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。こ

の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお

いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正性を確保するための

体制」について、取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

当社は、企業理念である「飲食を通じての社会貢献」に則した企業行動をとり、

代表取締役がその精神を役職者をはじめグループ会社全使用人に、継続的に伝

達・徹底を図ることにより、法令遵守と社会倫理遵守の企業活動を行う。
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監査役及び内部監査部門は連携し、「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」

に定める方法により、本部及び店舗の所管する業務について、そのコンプライア

ンス管理の実行状況を監査する。また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑

義のある行為等を認知し、内部通報制度により、それを告発しても、当該使用人

に対して不利益な扱いをしない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定す

る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書取扱規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒

体に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるも

のとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

災害・食中毒・犯罪・システム障害に係るリスクについて、想定する事態毎に

その対応と体制を「災害時緊急対応マニュアル」に定め、リスクの発生に備える。

監査役及び内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締

役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、改善に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

３事業年度を期間とする中期経営計画に基づき、毎期、部門毎の業績目標を設

定し、各部門を担当する取締役は、その実施すべき具体的な施策及び権限を含め

た効率的な業務遂行体制を決定する。各部門長は、職務分掌及び権限を定めた社

内規程に基づき、効率的な職務の執行を行う。内部監査部門は業務の監査を行い、

内部統制の有効性と妥当性を検証する。

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

関係会社管理規程により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報に

ついて、定期的に報告を受ける。コンプライアンス委員会及びリスクに関する規

程により、当社グループ全体のリスクの把握、管理及び法令違反行為、不正行為

の監視等を行う。内部監査部門は、当社グループが効率的な業務遂行を行ってい

るかどうか監視を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監

査役と協議の上、管理スタッフを監査役を補助すべき使用人として指名すること

ができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権

は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
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⑦ 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報

告に関する体制

監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役より意見を求めることが

できる。当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそ

れのある事実を発見したときは直ちに監査役会に報告する。また、内部監査の結

果について、内部監査部門から直接報告を受けることができる。監査役は、必要

に応じて業務執行に関する報告、説明又は関係資料の提出を当社及び子会社の社

員等に求めることができる。

⑧ 上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

社員等からの監査役への通報については、公益通報処理規程に準じて取扱い、

当該通報者に対する不当な取扱いを禁止する。

⑨ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針

に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用又は債務の支払等を請求したとき

は担当部門において必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理しなければ

ならない。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。また、常

勤監査役に経営会議をはじめとする社内の主要な会議の開催を通知し、その出席

及び発言の機会を妨げないものとする。

(6) 業務の適正を確保するための当期における主な取り組み

① 当社及びグループ会社の内部統制システム全般の整備･運用状況を当社の

内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。

② 取締役会を13回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等

経営に関する重要事実を決定し、月次の経営業績の分析・対策を検討するとと

もに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

③ 監査役会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議

への出席、業務及び財産の状況の監査、法令・定款等への遵守について監査い

たしました。

④ コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、グループ役職

員を対象とした研修を定期的に実施しました。

⑤ 情報セキュリティ対策として、文書やデータの管理・廃棄方法の更なる厳格

化を図りました。

⑥ 「財務報告に係る内部統制に関する実施計画」に基づき、内部統制評価を実施

しました。
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⑦ 内部監査基本計画に基づき、当社及びグループ会社の内部監査を実施しまし

た。

(7) 反社会的勢力を排除するための体制

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に関しては、取引

先も含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当な介入等に対しては毅

然とした姿勢で組織的に対応しております。

(8) 会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

[備 考］

1. 本事業報告記載の金額については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2026年２月28日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,675,062

1,198,694

148,084

195,850

42,093

92,539

△2,200

3,754,194

2,965,930

835,814

54,574

215,834

1,859,706

100,636

85,781

14,855

687,627

283

505

10,004

504,048

2,590

158,679

12,121

△604

流 動 負 債 1,310,920

買 掛 金 150,417

一年内返済予定長期借入金 659,548

未 払 金 115,907

未 払 費 用 216,208

未 払 法 人 税 等 35,000

未 払 消 費 税 53,347

預 り 金 140

賞 与 引 当 金 22,276

契 約 負 債 40,571

資 産 除 去 債 務 3,600

そ の 他 13,903

固 定 負 債 1,930,391

長 期 借 入 金 1,644,160

資 産 除 去 債 務 202,087

長期預り敷金保証金 65,153

そ の 他 18,991

負 債 合 計 3,241,312

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,187,944

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 1,370,517

利 益 剰 余 金 918,784

自 己 株 式 △151,358

純 資 産 合 計 2,187,944

資 産 合 計 5,429,256 負債及び純資産合計 5,429,256

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,544,571

売 上 原 価 2,315,619

売 上 総 利 益 5,228,952

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,922,142

営 業 利 益 306,809

営 業 外 収 益 89,274

受 取 利 息 3,199

協 賛 金 収 入 7,368

受 取 賃 貸 料 68,783

そ の 他 9,923

営 業 外 費 用 96,502

支 払 利 息 28,400

賃 貸 費 用 61,953

そ の 他 6,149

経 常 利 益 299,581

特 別 利 益 102

固 定 資 産 売 却 益 102

特 別 損 失 49,500

減 損 損 失 48,883

固 定 資 産 除 却 損 616

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 250,184

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 35,253

法 人 税 等 調 整 額 △25,051 10,202

当 期 純 利 益 239,981

親会社株主に帰属する当期純利益 239,981

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025 年 ３ 月 １ 日 残 高 50,000 1,370,517 707,625 △151,358 1,976,784

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △28,821 △28,821

親会社株主に帰属する当期純利益 239,981 239,981

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― 211,159 ― 211,159

2026 年 ２ 月 28 日 残 高 50,000 1,370,517 918,784 △151,358 2,187,944

純資産合計

2025 年 ３ 月 １ 日 残 高 1,976,784

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △28,821

親会社株主に帰属する当期純利益 239,981

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 211,159

2026 年 ２ 月 28 日 残 高 2,187,944

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

1． 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2． 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称 １社 株式会社亘理ファーム

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち株式会社亘理ファームの決算日は、11月30日であります。連結計算書類

の作成にあたりましては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決

算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．そ の 他 有 価 証 券

・市場価格のない株式等：移動平均法による原価法によっております。

ロ．棚 卸 資 産

・製 品：総平均法による原価法によっております。

・商 品：最終仕入原価法による原価法によっております。

・原材料及び貯蔵品：最終仕入原価法による原価法によっております。

なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定し

ております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備は除く）

・1998年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

・1998年４月１日から2007年３月31日までに取得したもの

旧定額法によっております。

・2007年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

・2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

・2007年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。
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なお、2007年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

・2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物

定額法によっております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内の利用可

能期間（５年）、借地権(事業用定期借地権)については契約期間にわたり償却しておりま

す。

ハ．リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸 倒 引 当 金…… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

ロ．賞 与 引 当 金…… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上して

おります。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における、主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで

あります。

商品販売及び役務提供

店舗における飲食サービスの提供については、顧客にフード及びドリンクを提供し、対価を

受領した時点で収益を認識しております。

また、顧客に対し飲食代金に応じてポイントを付与しており、付与したポイントを履行義務

として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格

の配分を行い、収益を認識しております。

3. 会計方針の変更に関する注記

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改

正会計基準第20 − ３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針28号 2022年10月28日。）第65 − ２項(2)ただし書きに定める

経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影

響はありません。

4. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

― 23 ―



5. 会計上の見積りに関する注記

(1) 固定資産の減損

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

固定資産 3,754,194千円

減損損失 48,883千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、原則として店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、２期連続で営業損

益の実績がマイナスとなった場合、店舗固定資産の時価が著しく下落した場合又は閉店の意思決

定を行った場合等に減損の兆候があるものと判定しております。兆候が識別された店舗に関し

て、店舗予算を基礎として割引前将来キャッシュ・フローを見積り、減損損失の認識が必要と判

断した店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、減損損失を計上することとしてお

ります。

減損損失の認識の要否判定において使用する将来キャッシュ・フローの見積りには、売上高成

長率、売上原価率及び人件費率等の主要な仮定が含まれております。

これらの見積りにおいて用いた仮定が経営環境の変化等により見直しが必要となった場合には、

翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 158,679千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ．算出方法

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（企業会計基準適用指

針第26号）に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異に対

して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。

ロ．主要な仮定

繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見込みに基づき、計上しております。

将来の課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、既存店の売上

高推移、原材料の仕入価格、エネルギーコスト、および人件費の動向であります。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって、影響を受ける可能性があ

り、実際に発生した利益及び課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会

計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があり

ます。
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6． 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,961,390千円

(2) 担保に供している資産

建物及び構築物 197,927千円

土 地 1,389,304

計 1,587,231千円

(上記に対応する債務)

一年内返済予定長期借入金 30,000千円

長期借入金 ―

計 30,000千円

7． 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

連結会計年度末日の発行済株式の総数 普通株式 6,021,112株

(2) 自己株式に関する事項

連結会計年度末日の自己株式数 256,756株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2025年５月21日
定時株主総会

普通株式 28,821 5.00 2025年２月28日 2025年５月22日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2026年５月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 28,821 5.00 2026年２月28日 2026年５月28日

(注)上記②の配当金の総額は、当定時株主総会において決議予定の金額であります。
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8． 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、原則として買掛金や未払金等の支払いに必要な運転資金及び設備投資資金

は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の範囲内で賄う方針であります。不足する場合につ

き、事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達してお

ります。一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針で

あります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。

敷金・保証金、長期貸付金は、主に店舗の賃貸借契約に対するものであり、取引先企業等の

信用リスクに晒されております。

借入金は、主に固定金利による調達により、金利の変動リスクを抑制しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、

取引先相手ごとに期日及び残高管理を行い、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

敷金・保証金、長期貸付金は、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その

他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、不要な借入は行わず借入金を圧

縮することを基本とした上で、金利動向をふまえ、ペナルティの発生しない金利更改時に

あわせて期限前償還等の対応を取ることにしております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行することができなくなるリスク）

の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新す

るとともに、手元流動性を適正な範囲に維持することなどにより、流動性リスクを管理し

ております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいるため、異

なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

① 敷金及び保証金 504,048 471,843 △32,204

② 長期貸付金
（１年内回収予定分を含む）

20,124

貸倒引当金（*1） △604

19,519 19,662 143

資 産 計 523,567 491,506 △32,061

① 長期借入金
（１年内返済予定分を含む）

2,303,708 2,250,128 △53,579

負 債 計 2,303,708 2,250,128 △53,579

(*1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近

似することから、記載を省略しております。
(*3) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

区分
当連結会計年度

（千円）

投資有価証券 283

出資金 505

(注１) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超

５年以内
５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 1,198,694 ― ― ―

売掛金 148,084 ― ― ―

敷金及び保証金 166,062 180,537 96,738 60,709

長期貸付金(*1) 10,119 5,010 3,023 1,970

合 計 1,522,961 185,547 99,761 62,680

(*1)1年内回収予定の長期貸付金を含めております。
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(注２) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金(*１) 659,548 602,948 589,548 350,886 85,166 15,612

(*１) １年内返済予定の長期借入金を含めております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に係る事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2026年２月28日）

該当事項はありません。
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② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2026年２月28日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３

敷金及び保証金 ― 471,843 ―

長期貸付金 ― 19,662 ―

資 産 計 ― 491,506 ―

長期借入金 ― 2,250,128 ―

負 債 計 ― 2,250,128 ―

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期貸付金

長期貸付金の時価は、その将来キャッシュ・フローを賃貸借期間等に近似する国債の利回りで

割り引いた現在価値をもとに算定しており、レベル２の時価に分類しております。

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローを賃貸借期間等に近似する国債の利回

りで割り引いた現在価値をもとに算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

9． 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

10． １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産 379円56銭

(2) １株当たり当期純利益 41円63銭

11．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解情報

当社グループの顧客との契約から生じる収益はレストラン事業のみであり、他の事業の重要性が

乏しいため、記載を省略しております。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 2.連結計算書類作成のための基本とな

る重要な事項 (4)会計方針に関する事項 ④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。
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(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

に当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ

る収益の金額及び時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度（千円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 105,793

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 148,084

契約負債（期首残高） 33,129

契約負債（期末残高） 40,571

連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に含まれており、契約

負債は、主に、顧客に付与したポイントを履行義務として識別して計上し、ポイント利用に伴

い収益として認識しております。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契

約負債残高に含まれていた額は9,145千円であります。また、契約負債の増減は、ポイントの付

与及び収益の認識により生じたものであります。

なお、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当連結会計年度に認識した

収益はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当期に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、

記載を省略しております。

12． 企業結合に関する注記

該当事項はありません。

13． 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(2026年２月28日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

関係会社長期貸付金

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,653,941

1,177,180

148,398

195,850

39,686

55,291

39,733

△2,200

3,718,345

2,904,381

796,258

27,684

23,570

31,003

202,008

1,823,856

100,546

85,781

14,765

713,417

283

800

495

10,004

2,590

25,000

504,048

158,679

12,121

△604

流 動 負 債 1,299,571

買 掛 金 154,750

一年内返済予定長期借入金 650,908

未 払 金 113,207

未 払 費 用 214,677

未 払 法 人 税 等 33,817

未 払 消 費 税 等 52,285

賞 与 引 当 金 21,851

契 約 負 債 40,571

資 産 除 去 債 務 3,600

そ の 他 13,903

固 定 負 債 1,880,843

長 期 借 入 金 1,594,612

資 産 除 去 債 務 202,087

長期預り敷金保証金 65,153

そ の 他 18,991

負 債 合 計 3,180,415

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,191,871

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 1,367,846

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,367,846

利 益 剰 余 金 925,383

利 益 準 備 金 5,764

そ の 他 利 益 剰 余 金 919,618

繰 越 利 益 剰 余 金 919,618

自 己 株 式 △151,358

純 資 産 合 計 2,191,871

資 産 合 計 5,372,287 負 債 及 び 純 資 産 合 計 5,372,287

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,537,448

売 上 原 価 2,326,344

売 上 総 利 益 5,211,103

販売費及び一般管理費 4,911,669

営 業 利 益 299,433

営 業 外 収 益 89,211

受 取 利 息 3,559

協 賛 金 収 入 7,368

受 取 賃 貸 料 68,715

そ の 他 9,568

営 業 外 費 用 96,547

支 払 利 息 28,445

賃 貸 費 用 61,953

そ の 他 6,149

経 常 利 益 292,097

特 別 利 益 102

固 定 資 産 売 却 益 102

特 別 損 失 49,500

減 損 損 失 48,883

固 定 資 産 除 却 損 616

税 引 前 当 期 純 利 益 242,699

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 33,817

法 人 税 等 調 整 額 △25,051 8,765

当 期 純 利 益 233,934

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(2025年３月１日から
2026年２月28日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計 利 益 準 備 金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2025年３月１日残高 50,000 1,367,846 1,367,846 2,882 717,388

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 2,882 △31,703

当 期 純 利 益 233,934

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － ― ― 2,882 202,230

2026年２月28日残高 50,000 1,367,846 1,367,846 5,764 919,618

株主資本

純 資 産 合 計
利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計利益剰余金
合計

2025年３月１日残高 720,270 △151,358 1,986,759 1,986,759

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △28,821 △28,821 △28,821

当 期 純 利 益 233,934 233,934 233,934

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 205,112 ― 205,112 205,112

2026年２月28日残高 925,383 △151,358 2,191,871 2,191,871

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

1． 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2． 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法により評価しております。

② その他有価証券

・市場価格のない株式等：移動平均法による原価法によっております。

③ 棚卸資産

・製 品：総平均法による原価法によっております。

・商 品：最終仕入原価法による原価法によっております。

・原 材 料 及 び 貯 蔵 品：最終仕入原価法による原価法によっております。

なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定し

ております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備は除く）

・1998年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

・1998年４月１日から2007年３月31日までに取得したもの

旧定額法によっております。

・2007年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

・2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

・2007年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。

なお、2007年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

・2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物

定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内の利用可能期

間（５年）にわたり償却しております。
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③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金…… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

② 賞 与 引 当 金…… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上して

おります。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における、主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

商品販売及び役務提供

店舗における飲食サービスの提供については、顧客にフード及びドリンクを提供し、対価を受領

した時点で収益を認識しております。

また、顧客に対し飲食代金に応じてポイントを付与しており、付与したポイントを履行義務とし

て識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を

行い、収益を認識しております。

3． 会計方針の変更に関する注記

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定

める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響は

ありません。

4. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

5. 会計上の見積りに関する注記

(1) 固定資産の減損

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

固定資産 3,718,345千円

減損損失 48,883千円
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② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「5. 会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注

記を省略しております。

(2) 繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 158,679千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「5. 会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注

記を省略しております。

6． 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,823,436千円

(2) 担保に供している資産

建 物 197,927千円

土 地 1,389,304

計 1,587,231千円

(上記に対応する債務)

一年内返済予定長期借入金 30,000千円

長期借入金 ―

計 30,000千円

(3) 保証債務

関係会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

株式会社亘理ファーム 56,028千円

(4) 関係会社に対する金銭債務
買 掛 金 4,333千円

(5) 取締役に対する金銭債務
長期未払金 10,400千円

7． 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高の総額
営業取引による取引高の総額 54,255千円
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8． 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株)

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 256,756 ― ― 256,756

9． 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞 与 引 当 金 8,535

契 約 負 債 （ポ イ ン ト 引 当 金） 13,790

減 損 損 失 143,134

資 産 除 去 債 務 70,787

貸 倒 引 当 金 965

長期未払金（役員退職慰労金否認） 3,580

繰 越 欠 損 金 52,902

借 地 権 償 却 7,260

そ の 他 6,217

小 計 307,174千円

評 価 性 引 当 額 △135,905千円

繰 延 税 金 資 産 合 計 171,268千円

(繰延税金負債)

資産除去債務に対応する除去費用 12,589千円

繰 延 税 金 負 債 合 計 12,589千円

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 158,679千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法 定 実 効 税 率 33.58％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.67

住 民 税 均 等 割 等 13.93

評 価 性 引 当 額 の 増 減 額 △43.50

税率変更による期末繰延税金資産の増減 △0.69

そ の 他 △1.38

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.61％
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10． 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

11． 減損損失に関する注記

当事業年度において当社は、以下の減損損失を計上しております。

店舗名 種類 金額

営業店舗(16店舗) 建物、構築物、工具器具及び

備品

48,883千円

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグルーピングし減

損損失の認識を行っております。その結果、撤退の意思決定がなされた店舗及び収益性が著しく低

下した店舗について、当該店舗の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上しております。当該店舗の資産グループの回収可能価額は使用価値により測

定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、帳簿価額全

額を減損損失として計上しております。

12. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産 380円25銭

(2) １株当たり当期純利益 40円58銭

13． 収益認識に関する注記

顧客の契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類の連結注記表

「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

14． 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年４月10日

株式会社カルラ

取締役会 御中

監査法人ハイビスカス

北海道札幌市

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 堀 俊 介

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 御 器 理 人

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社カルラの2025年３月１日から2026

年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社カルラ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年４月10日

株式会社カルラ

取締役会 御中

監査法人ハイビスカス

北海道札幌市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 堀 俊 介

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 御 器 理 人

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社カルラの2025年３月１日か

ら2026年2月28日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第54期事業年度における取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載
されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株
式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第
３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会

社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその
附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方
法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人ハイビスカスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人ハイビスカスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年４月10日
株式会社カルラ 監査役会
常勤監査役 白 石 廣 行 ㊞

社外監査役 永 山 勝 教 ㊞

社外監査役 中 田 孝 司 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたし

まして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(１) 配当財産の種類

金銭

(２) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円

総額28,821,780円

(３) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年５月28日
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第２号議案 取締役９名選任の件

取締役８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、井上善行氏が退任し、新たに２名を加え、９名の取締役選任をお願い

するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当又は
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

１ 井
いの

上
うえ

純
じゅん

子
こ

（1967年11月16日）

2013年10月 株式会社アセットシステム代表取締

役社長(現任)

359,656株

2022年５月 当社取締役就任商品開発室担当

2023年３月 同取締役営業企画本部長

2023年５月 同代表取締役副社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社アセットシステム 代表取締役社長

２ 菊
きく

池
ち

公
きみ

利
とし

（1956年１月５日）

1978年７月 当社入社

42,294株

2007年２月 同執行役員供給本部長

2008年７月 同執行役員商品開発室長

2016年５月 同取締役商品供給本部長

2018年３月 同取締役営業本部長

2019年３月 同取締役商品本部長

2024年７月 同常務取締役商品本部長(現任)

３
三
み

浦
うら

祐
ゆう

介
すけ

(1977年11月５日)

2004年12月 当社入社

100株

2005年７月 同第１営業部成田店長

2007年６月 同第１営業部地区長

2019年３月 同第１営業部長

2022年３月 同執行役員第１営業部長

2024年５月 同取締役第１営業本部長(現任)

４
櫻
さくら

井
い

昌
まさ

彦
ひこ

(1975年７月25日)

2000年４月 当社入社

26,800株

2004年２月 同第１営業部中新田店長

2007年６月 同第１営業部地区長

2015年２月 同第２営業部寿松庵本町店支配人

2022年３月 同執行役員第２営業部長

2024年５月 同取締役第２営業本部長(現任)

５
伊
い

藤
とう

真
しん

市
いち

(1959年４月２日)

2004年５月 当社入社

20,000株

2007年５月 同執行役員総務部長

2009年５月 同取締役管理本部担当

2013年５月 同常務取締役管理本部担当

2015年５月 同常務取締役営業本部担当

2017年５月 同専務取締役管理本部長

2024年９月 同退任

６
井
いの

上
うえ

奈
な

奈
な

美
み

(2000年５月10日)
40,000株

2021年５月 当社入社営業部配属(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当又は
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

７
花
はな

舘
だて

達
いたる

（1963年８月６日）

1990年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任

あずさ監査法人)入社

―株

1994年３月 公認会計士登録

2007年12月 同退社

2008年１月 花舘公認会計士事務所設立 所長(現

任)

2010年５月 当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

花舘公認会計士事務所所長

株式会社ミナカワ監査役

株式会社日本微生物研究所監査役

８
齋
さい

藤
とう

信
しん

一
いち

(1941年10月10日)

1981年12月 税理士試験合格

400株

1982年４月 齋藤信一税理士事務所 開設

1983年10月 有限会社齋藤経営設立 代表取締役

就任

2003年５月 行政書士登録

2018年５月 当社社外取締役(現任)

2020年７月 有限会社齋藤経営 取締役会長(現

任)

(重要な兼職の状況)

有限会社齋藤経営 取締役会長

株式会社ハートフルハウス代表取締役

株式会社仙都会館監査役

三慶印刷株式会社監査役

株式会社シマヅ監査役

９
大
おお

友
とも

史
ふみ

祥
よし

(1952年９月６日)

1976年４月 株式会社中外食品入社

1,000株

1982年２月 株式会社エンドチェーン入社

1985年12月 コニーショップ株式会社入社

1994年７月 株式会社海祥 代表取締役(現任)

1999年３月 有限会社祥星 代表取締役(現任)

2025年５月 当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社海祥 代表取締役

有限会社祥星 代表取締役

(注) 1. 各候補者と、当社との特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者井上純子氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任する代表取締役社長井上

善行氏の配偶者であります。また、株式会社アセットシステムの代表取締役を兼務しており、
同社は当社の主要株主であります。

3. 取締役候補者井上奈奈美氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任する代表取締役社長井
上善行氏の長女であります。

4. 花舘達氏、齋藤信一氏及び大友史祥氏は、社外取締役の候補者であります。
花舘達氏は、公認会計士の資格を有しており、会計及び財務に関する相当程度の知識と豊富
な経験を有していることから、財務全般に関する助言等をいただくことを期待して、社外取
締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって16年となります。
齋藤信一氏は、税理士として長く活躍されており、税務に関する豊富な経験と見識を有して
おり、また会社経営者として経営全般に関する助言等をいただくことを期待して、社外取締
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役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって８年となります。
大友史祥氏は、食品に関する豊富な経験と見識を有しており、また会社経営者として経営全
般に関する助言等をいただくことを期待して、社外取締役として選任をお願いするものであ
ります。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって１年となります。

5. 当社は、取締役花舘達氏を、東京証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
6. 当社は、保険会社との間で、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定

する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約の概要は、業務に起因して損害
賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する
ものは除く）等を補償することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合
には、いずれの取締役も被保険者となる予定であります。なお、保険料は、全額を当社が負
担しております。
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（ご参考)本総会終了後のスキルマトリックス

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合に、当社が各取締役に期待する

主な知見や経験は以下のとおりです。

氏名・属性等 スキル

当社における地位・氏名

独
立
役
員

社
外
取
締
役

企
業
経
営

店
舗
運
営

店
舗
開
発

商
品
開
発

財
務
会
計

人
事
労
務

法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
管
理

取締役
井上 純子

● ● ● ● ● ● ●

取締役
菊池 公利

● ● ● ●

取締役
三浦 祐介

● ● ● ● ● ● ●

取締役
櫻井 昌彦

● ● ● ● ●

取締役
伊藤 真市

● ● ● ●

取締役
井上 奈奈美

● ● ●

取締役
花舘 達

● ● ● ● ●

取締役
齋藤 信一

● ● ● ●

取締役
大友 史祥

● ● ● ●

(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではございません。

― 48 ―



第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役井上善行氏が病気による長期療養のため本総会終結の時をもって、取締役を

任期満了により退任いたします。つきましては、在任中の労に報いるため当社所定の

基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈

の時期、方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退職慰労金の贈呈を相当とする理由は、代表取締役として当社の業績向上及び企業

価値の向上に尽力したためであります。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

井
いの

上
うえ

善
よし

行
ゆき

1988年10月 当社入社

1989年４月 同取締役

2002年９月 同常務取締役

2006年５月

2013年５月

同専務取締役

同代表取締役社長(現任)

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１

名の選任をお願いするものであります。東條信義氏は社外監査役以外の監査役の補欠

の監査役として、選任をお願いするものであります。

この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までで

ありますが、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりそ

の選任を取り消すことができるものとします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 又 は
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

東
とう

條
じょう

信
のぶ

義
よし

（1958年１月20日）

2001年11月 当社入社

1,600株

2007年６月 同営業部スーパーバイザー

2014年３月 同物流部長

2019年３月

2024年５月

同内部監査室長

同物流部長(現任)

(注) 1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 東條信義氏は、当社内での業務経験が豊富であり、また内部監査室長経験者で、当社の内

部監査にも精通しており、当社監査役として適任であると判断し、補欠監査役候補者とし

ております。

3. 当社は、保険会社との間で、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に

規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約の概要は、業務に起因し

て損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に

該当する者は除く）等を補償することとしております。候補者が監査役に就任した場合に

は、被保険者となる予定であります。なお、保険料は、全額を当社が負担しております。

以上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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将監
トンネル

新富谷
大橋

新富谷
西公園前

カーチス

至仙台駅

至
仙
台
市
街

地下鉄
泉中央駅

SELVA

泉区役所

みやぎ生協

仙台バイパス４号線

セブン
イレブン

ファミリー
マート

ファミリー
マート

はるやま

ケーズ
デンキトヨタ

泉IC

泉インターチェンジ
大崎方面におりる

仙台
トヨペット

泉大沢店

消防署

至大崎(古川方面)

ドン・キホーテ

イオン
富谷店

ムサシ
コープ東北
ドライセンター

ビッグ
ハウス

カインズ
ホーム

GS

株式会社カルラ
研修センター

ユアテック

宮城県立
富谷高校

東
北
自
動
車
道

成田店

公園

株主総会会場ご案内図

会場：株式会社カルラ本社研修センター

宮城県富谷市成田九丁目２番地９

○お車の場合
東北自動車道泉ICから約５分
仙台駅から（11キロ）約25分

○電車の場合
仙 台 駅⇒泉中央駅 地下鉄にて約15分
泉中央駅⇒カルラ本社 バスにて約20分／タクシーにて約10分

○地下鉄泉中央駅からバスに乗る場合
宮城交通５番バス乗り場（バス時刻 午前９時10分）
新富谷ガーデンシティ行きバス 新富谷西公園前下車


